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　障害福祉サービス等施設・事業所  代表者　様
三浦市長　吉田英男

　　　新型コロナウイルス感染防止対策の徹底について（依頼）

　連日のニュースでご存知のことと思いますが、全国的に新型コロナウイルスの感染拡大が見られ、神奈川県においても、神奈川警戒アラートが発動中です。
　令和２年８月４日（火）、三浦市では、新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、市民利用施設の運営にあたり、改めて感染防止対策を徹底したうえで継続することを確認いたしました。
　各施設の管理者には、既に感染防止対策に取り組んでいただいているところですが、改めて、次の感染防止対策の徹底をお願いいたします。

記

１　感染防止対策の再確認、徹底と「感染防止対策取組書」の活用について
  神奈川警戒アラートの発動を受け、「「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」の改訂及び社会福祉施設等の感染防止対策の再確認、徹底について（令和２年７月20日付け神奈川県福祉子どもみらい局長通知）」が発出されています。
  ウエブサイト「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリには、上記通知以外にも厚生労働省や神奈川県が発出する通知等が掲載されますので、通知等を再確認のうえ、今後も感染防止対策の徹底をお願いいたします。
  また、上記通知にも添付されております「感染防止対策取組書」について、積極的な活用をお願いいたします。
  特に、事業所利用者以外の方も利用する飲食店等を運営している事業所におかれましては、類似する業態の団体が作成した業種別ガイドライン及び県作成のガイドライン等に基づく感染防止対策を実施し、「感染防止対策取組書」を掲示するとともに、「ＬＩＮＥコロナお知らせシステム」の二次元バーコードを複数の箇所に掲示する取組をお願いいたします。

２　利用者の把握について
利用者を特定できる施設については、後に利用者の感染が確認された場合に備えて、利用時刻・利用者氏名・連絡先の把握に努めてください。
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